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2010年度要求書に係る、団体交渉の結果について 
 

  島根大学職員組合は、5 月 2 日に「2010 年度要求書」（裏面参照）を山本廣基学長に提出しました。くみあいニュ

ース第 7 号（5 月 31 日発行）で経緯説明しましたが、今年度は重点要求項目として「１．技術職員の昇格改善」と「２．

施設・設備の改善」に絞り込みました。5 月 15 日（火）人事労務課との予備折衝を経て、6 月 16 日（木）16 時 15 分か

ら 1 時間あまり団体交渉しました。大学側から両角（もろずみ）総務担当理事（事務局長）、宮地総務部長、田中人事労

務課長、安田施設企画課長以下 9 名、組合側からは執行部４役と書記、丸橋法文支部長、亀井総合理工支部長、田

部職員支部長と職員支部員 4 名の総勢 12 名が出席しました。交渉が妥結しましたので、ご報告いたします。 
 

１．技術職員の昇格改善について 
技術職員の「経歴を含めて総合的に判断し」「日が当たっていない人」に「日が当たるよう対応」するとして、直ちに

部局長に照会し、適任者がいれば 7 月 1 日に昇任できるようにすると回答がありました。ただ、昇格適任者の判断

に関して組合が見直しを求める「島根大学における技術専門官及び技術専門職員の選考に関する取扱事項」（平

成 10 年 2 月 6 日学長決裁）の有効性を大学側は認めませんでした。しかし、その必要性の有無も含め、適切

な評価と選考方法を検討し、リセットすると明言しました。組合側は、推薦の項目として教育支援と地域貢

献も加えるよう要望しました。今後は、７月の人事結果を見て大学側の対応を判断し、なおも技術職員の昇格改

善の余地があれば、その点を大学側に要求してゆきます。また、医学部の技術職員や教室付職員から事務

職に配置転換された方の昇任昇格が遅れている点を指摘し、今後検討するよう要望しました。 

 

２．施設・設備の改善について 
①建物外の外灯、③排水の補修、④空調の改善について、原則はセグメントで対応するものもあり、職員組合の

各支部から部局に要望してほしいという回答がありました。ただ、職員と学生の安心安全の観点から本部にも責任が

あるので、今回の要望は各部局に伝え、結果について年度末までに組合側に報告すると明言しました。②市の水道

水の蛇口を増やしてほしいという要望については、法律に則って水質検査を実施し、安全な飲料水を提供している

と説明がありました。松江事業場では、使用量の 3/4 が井戸水で 1/4 が市水、出雲事業場は市水給水で井戸水は

便所洗浄に使われているが非常時には飲める水質であると説明がありました。松江キャンパスでは、水道料金が高

騰した折に井戸水に切り替えた過去の経緯もあり、市水に切り替えると経費増となり教育・研究費に影響を与えるこ

とになるという発言が事務局長からありました。また、施設企画課から、井戸水の水素イオン指数（pH）7.3～7.8（基

準値 5.8～8.6）、カルシウム 71.2～78.2mg（基準値 300mg/l 以下）、銅 0.01mg 未満（基準値 1.0mg/l）というデー

タが開示されましたが、組合側は、井戸水の末端では配管が錆びて銅の成分が多くなることもあるので、局所的に

対応するよう要求しました。これについて、施設企画課から「修繕と同様に要望があれば個別に対応する」と回答が

ありました。 
なお、水質検査の場所と結果の最新データを組合に提示することが確約されました。 

＊ 
要求項目とは別に、田部職員支部長から有期雇用職員が超過勤務時間を申告しないように上司に指示される事例

が昨年度のアンケート回答に 20 件以上あり、そのようなことがないよう要請がありました。事務局長は「超勤を命じてお

きながら超勤を出すなと言うなら労働法違反」「次回の部局長会議で取り上げ発言する」と明言しました。 

中央執行委員長 板村 裕之 

島根大学職員組合

全大教
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◇団体交渉記録は、島根大学職員組合ホームページ《組合員のページ》でご覧になれます◇ 
                                             

2011年5月2日 
  島根大学長 
  山 本 廣 基 殿 
                                     島根大学職員組合 

                                中央執行委員長 板村 裕之 
 

要 求 書 
 

     2010年度島根大学職員組合重点要求項目に関する団体交渉を求めます 
島根大学職員組合は，これまでの人事労務課との事前折衝を踏まえて，下記のとおり 

  「2010年度島根大学職員組合重点要求項目」を絞り込み，提出いたします。 

    つきましては，5月末日までに団体交渉に応じていただくよう要求いたします。 

記 
   １．技術職員の処遇改善 

技術専門官，技術専門職員への昇格人事を積極的に進めていただきたい。 
   関連して，以下の情報を開示していただきたい。 

① 法人化前と比較した，技術職員・技術専門職員・技術専門官の実数とポスト数の変化 

② 昇格に関して，現在運用されている選考の方法と基準 
 
   ２．施設・設備の改善 
    学内の施設・設備における問題点を調査し，改善を図っていただきたい。 
   ※島根大学職員組合で把握した問題点に関しては，別添資料を参照の上，以下の対応を 

ご検討いただきたい。 
① 建物外の照明を改善すること 
② 市の水道水の蛇口を増やし、市水を利用しやすくすること 
③ 排水の悪い通用路を補修すること 

④ 利用者の意見を取り入れて，空調システムを改善すること 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団体交渉にのぞむ職員組合 
（6 月 16 日 本部棟 4 階） 


